
〖講座の開催〗 

午前 9 時から午後 9 時

までで 2 時間以内（年

末年始・祝日を除く）

会場は、公共施設や集

会所などで、申込者が

確保します 

講 座 内 容 等 の

確認・打合せ  
講師派遣

開催日程等の調整

→開催承認の合議

→開催決定

実施報告書等

の提出  

① 

②

③  
④

⑤  

⑥

アンケートの提出

⑦  

開催承認通知

及びアンケー

ト提出のお願

い送付 

庶務担当課（事務局） 

市民生活部協働推進課  
・TEL 251-2711 
・FAX 254-2000 

申 込 者 

市内在住・在勤・在学者で５人以

上の団体やグループ等  

〖申し込み〗 

開催したい日の14
日前まで（電話・

FAX受付可） 

講座担当課（市職員）

講座メニューを担当する

市の職員が説明に伺いま

す  

＜参考資料＞  


